
様式第５号（教育実習実施計画に関する書類） 

教 育 実 習 等 実 施 計 画 

１ 教育実習等の内容及び成績評価等 

① 教育実習等の時期 
＜中等基礎実習（実地教育Ⅳ）＞ ４年次５月～６月 

 

② 教育実習等の実習期間・総時間数 
＜中等基礎実習（実地教育Ⅳ）＞ ３週間（１２０時間、４単位） 

 

③ 実習校の確保の方法 
＜中等基礎実習（実地教育Ⅳ）＞ 大学が指定する学校に実習生が内諾を得る。 

④ 実習内容 
  ＜中等基礎実習（実地教育Ⅳ）＞  
   中学校または高等学校のいずれかにおいて実習を行う。 

主な内容：高等学校の教員免許状取得を希望する者が、高等学校の教育全般について実習し、その

指導力の一層の拡充を図る。    
   実施方法：協力高等学校で３週間の教育実習を行う。 

（１） 高等学校教育全般について学級担任から以下の指導を受ける。 
（ア） 学校及び学級経営の基本方針の理解、配属学年及び学級の生徒の実態把握 
（イ） 「ホームルーム」等についての指導計画の立案と授業実践 
（ウ） 生徒理解・生徒指導のあり方、生徒とのかかわり方 
（エ） 教育実践の場における教育研究のあり方 

（２） 実習教科について教科担任から以下の指導を受ける。 
（ア） カリキュラムと生徒の実態に即した授業の指導計画の作成 
（イ） 生徒の教科についての学力、学習到達度の評価に関する調査・研究方法 
（ウ） 学習指導案の立案と授業実践 
（エ） 研究授業の実施、授業研究（分析、評価等）の作成 

 

⑤ 実習生に対する指導の方法 
＜中等基礎実習（実地教育Ⅳ）＞ 
（１）訪問指導教員は、実習期間中に１回は実習校を訪問し、実習生への指導を行う。 
   職務内容（ア）訪問指導教員による事前指導・事後指導の実施 

（イ）協力高等学校での訪問指導 
         （ウ）実習状況の把握及び実習生への激励 

       （エ）学校長及び実習指導者との懇談ならびに要望・意見等の聴取 
（オ）実習生の研究授業の参観及び研究授業に対する指導・助言 
（カ）学校教育学部実地教育部門会議への訪問指導報告書の提出 

  （２）実地教育の総括（高等学校実習の事後指導含む。） 

 

1



⑥ 実習の成績評価（評価の基準及び方法） 
 ※ 評価項目表、評価シート等がある場合は、本計画書に添付すること。 
  ＜中等基礎実習（実地教育Ⅳ）＞ 
   成績評価：「実習の意欲と態度」「教材研究と指導計画」「学習指導と授業研究」「生徒の理解」「生

徒指導と学級経営」「教師としての資質」「実習レポート」の７つの観点で行う。 
実習校からの「成績評価」（案）に基づいて、出欠等の状況を加味し、学校教育学部実

地教育部門会議において審議し、実地教育担当教員が成績評価を行う。 

 

２ 事前及び事後の指導の内容等 

①  時期及び時間数 
＜フレンドシップ実習（実地教育Ⅱ）＞  
 事前指導：２年次６月・７～８月・１２月、１週間（５０時間） 
＜中等実習リフレクション（実地教育Ⅵ）＞  
 事前指導：４年次４月（４時間） 

  事後指導：実習終了後（１２時間） 

 

②  内容（具体的な指導項目） 
＜フレンドシップ実習（実地教育Ⅱ）＞ 
（事前指導） 

  主な内容：中等基礎実習（実地教育Ⅳ）の事前指導として、社会教育における青少年教育として

の野外活動等の意義やその指導法について学び、野外活動等への参加を通して児童及

び生徒を観察し、その理解を深める。  
    実施方法：社会教育施設等での野外活動の意義を学び、野外活動指導法及び実技の実習を行うと

     ともに、児童・生徒の観察及び参加実習を行う。 
                （ア）フレンドシップ実習（実地教育Ⅱ）の意義及び野外活動における児童・生徒の観

察等について               （大学教員による講義：２時間）

（イ）野外活動指導法に関する実習            （１泊２日）（１６時間）

                （ウ）青少年教育活動の指導補助者として配属コースで観察・参加実習 
                               （原則として３泊４日）（３２時間）

 
     ＜中等実習リフレクション（実地教育Ⅵ）＞ 
    （事前指導）   
    主な内容：中等基礎実習（実地教育Ⅳ）の事前指導として、高等学校実習及び中学校実習におけ

                 る心構えなど基本的な指導を行うとともに、実習における目標設定や指導案について

                 指導を行う。 
       実施方法：全体講義と教科毎に構成するグループを中心とした教員による個別指導による。 
   （事後指導） 
    主な内容：中等基礎実習（実地教育Ⅳ）の事後指導として、高等学校及び中学校における実習教

                 科の指導法及び内容等を実習での経験を通して振り返り、教師としての資質能力向上

                 につながる成果と課題を総括する。 
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   実施方法：教科毎に構成するグループの教員が、教科グループ毎にその教科についての指導内容

             や指導方法等に関するより省察的な演習を行う。 

③ 教育実習等におけるハラスメントの防止等に関する学生への指導（相談窓口の周知を含む）及び学内

の相談体制等について 

 
本学では、教育実習等におけるハラスメント関係については、オリエンテーション（事前指導）に

おいて、実習校でハラスメントに遭った場合は、実習校の校長先生にまず相談すること、併せて、教

育実習総合センター（大学）や訪問指導教員にも連絡（相談）するよう学生には指導している。学生

から連絡（相談）を受けた場合は、教育実習総合センター（大学）と訪問指導教員は情報共有を図り

ながら、相談内容や状況に応じ、学生及び実習校へ状況確認を行い、実習校へ改善を求めるなど迅速

な対応を行う体制を整えている。 
また、学生がハラスメントの加害者にならないために、オリエンテーション（事前指導）等におい

て、指導を行う。 

 

３ 教育実習に関して連絡調整等を行う委員会・協議会等（以下「委員会等」という。） 
① 大学内の各学部・学科等との連絡調整を行う委員会等 
  ＜学校教育学部教務委員会＞ 
   構成員 

（１） 副学長のうち学長が指名した者 １人 
（２） 次の区分により、グループ責任者から推薦された者 

国語、英語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、家庭、技術及び幼年教育のグル

ープを担当する教授、准教授、講師又は助教 各グループ１人 
（３） 次の区分により、部門責任者から推薦された者 

教育学、心理学及び特別支援教育の部門を担当する教授、准教授、講師又は助教 各部門

１人 
（４） 教育実習総合センターから推薦された同センター兼務の教授、准教授、講師又は助教 １

人 
（５） その他学長が指名した者 
 所掌事項 
（１） 教育課程の編成、改訂及び運用関係に関すること。 
（２） 学生の身分の取扱い（賞罰に関することを除く）に関すること。 
（３） 卒業の認定に関すること。 
（４） 実地教育の運営に関すること。 
（５） 実地教育の成績評価の基準に関すること。 
（６） 実地教育の内容、実施方法及び運営についての改善に関すること。 
（７） その他教務及び実地教育の実施に関し、委員会が必要と認めた事項に関すること。 

 
  ＜教育実習総合センター学校教育学部実地教育部門会議＞ 
   構成員 
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（１） 教育実習総合センター長 
（２） 教育実習総合センター副センター長 
（３） 当該部門長 
（４） 当該部門の教育実習総合センター兼務教員 
（５） 当該部門のコーディネーター 
（６） その他、センター長が必要と認めた者 

   所掌事項 
（１） 実地教育に係る研究に関すること。 
（２） 実地教育に係る基本計画案の策定に関すること。 
（３） 実地教育に係る学生指導等に関すること。 
（４） 実地教育の効果的な運営に関すること。 
（５） 実地教育の方法・内容等の改善に関すること。 
（６） 実地教育科目の成績評価に関すること。 
（７） その他、学校教育学部実地教育部門の業務に関し必要な事項に関すること。 

 
委員会等の運営方法 

    年に６回程度開催し、実地教育の円滑な実施等について審議を行う。 

    
【委員会の組織図】  

教育実習総合センター 
                       （連絡調整・実施） 

                               
 
 
 
 
 
② 大学外の関係機関（例：都道府県及び市区町村教育委員会など）との連絡調整等を行う委員会等 
（※学校体験活動を含む場合は、大学と学校との連携体制についても記載すること。） 
 ＜教育実習総合センター＞ 
  構成員 

（１） 教育実習総合センター長 
（２） 教育実習総合センター副センター長 
（３） 専任教員 
（４） 兼務教員 
（５） コーディネーター 
所掌事項 
（１） 教育実習の企画、立案及び学生指導等に関すること。 
（２） 教育実習の効果的な運営に関すること。 
委員会等の運営方法 

学校教育学部教務委員会 

（全学組織） 

連携 

学校教育学部実地教育部門会議 

（企画・立案）
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教育実習総合センターに「学校教育学部実地教育部門」を置き、所掌事項等の業務を行い、必要

に応じて、学校教育学部実地教育部門会議を開催する。 

 
【委員会の組織図】 

 
    教育実習総合センター 
     （連絡調整・実施） 

 
 
 

 

４ 教育実習の受講資格 
＜中等基礎実習（実地教育Ⅳ）＞  
１．原則として、第２年次終了時に、６０単位以上及び教育実践・リフレクション科目群の初等教

科指導法科目のうち、５科目以上の単位を取得済であること。 
   ２．対象科目に係る大学及び実習校における事前指導を受講済であること。 
   ３．高等学校実習希望者は、内諾手続き前に教科の専門性等に関する学内審査で承認を得ている

こと。 

５ 実習校 
教育 
実習 

体験 
活動 

学級数の合計 高等学校４４学級 

○ × 学校名 兵庫県立小野高等学校（兵庫県小野市西本町 518）学級数：２１学級 生徒数：８１５人 

  教員数 ５４人  （内訳）教諭５１人、 講師１人、 養護教諭２人 

○ × 学校名 兵庫県立宝塚北高等学校（兵庫県宝塚市すみれガ丘 4-1-1）学級数：２３学級 生徒数：８９９人

  教員数 ６１人  （内訳）教諭５１人、 講師３人、 養護教諭２人、 実習教員 3 人、 ＡＬＴ２人 

 

実習校 

各市町教育委員会 

連携 

学校教育学部実地教育部門会議 

（企画・立案） 
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承  諾  書 

 

令和 ６年 １月 ２９日 

 

  兵庫教育大学長  様 

 

住   所  宝塚市すみれガ丘４丁目１－１ 

学 校 名  兵庫県立宝塚北高等学校 

学校長名   曽  谷    功 

 

             教育実習への協力について 

 

 令和６年１月１９日付け兵教大教実セ発第１６２４号にて依頼のありました標記の

ことについて、教育実習への協力を承諾します。 

 また、本校の学級編制及び教員構成について、下記のとおりお知らせします。 

 

記 

 

１．学級編成及び生徒数（令和５年５月１日現在） 

・学級数：   ２３ 学級 

・生徒数：  ８９９ 人 

 

２．教員数（令和５年５月１日現在） 

・教員数  ６１人 

 （内訳） 

教諭  ５１人、 講師  ３人、 養護教諭  ２人、 実習教員  ３人、 

ＡＬＴ  ２人 
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